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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯用ワイヤレス・デバイスを少なくとも１つの他の携帯用ワイヤレス・デバイスの近
傍において動作させる方法であって、前記方法は、前記携帯用ワイヤレス・デバイスによ
って実施され、
　スペクトル・データーベースの要求をワイヤレスで送るステップと、
　前記少なくとも１つの他の携帯用ワイヤレス・デバイスからの通信をワイヤレスで受信
するステップであって、前記通信は、前記スペクトル・データーベースの少なくとも１つ
のコピーを含み、前記スペクトル・データーベースは、規制エンティティによっていずれ
のエンティティにも割り当てられていない公衆許諾スペクトルの複数のホワイト・スペー
ス周波数帯域またはホワイト・スペース・チャネルを示す情報を含む、ステップと、
　前記携帯用ワイヤレス・デバイスによって、前記ホワイト・スペース周波数帯域または
ホワイト・スペース・チャネルの中から対象のホワイト・スペース周波数帯域またはホワ
イト・スペース・チャネルを選択するステップと、
　前記対象のホワイト・スペース周波数帯域またはホワイト・スペース・チャネルに対応
する送信および受信パラメーターを選択するステップと、
　公衆に未割り当ての前記対象のホワイト・スペース周波数帯域またはホワイト・スペー
ス・チャネルを用いて通信するために前記選択したパラメーターを使用するように、前記
デバイスを構成するステップと、
　を備え、
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　前記スペクトル・データーベースの少なくとも１つのコピーは、スペクトル・データー
ベースの複数の他のコピーを含み、スペクトル・データーベースのコピーの各々は、それ
と関連付けられたそれぞれの時間値を含み、
　前記対象のホワイト・スペース周波数帯域またはホワイト・スペース・チャネルを選択
するステップは、
　　前記時間値に基づいて、前記受信されたスペクトル・データーベースと格納されたス
ペクトル・データーベースを複合スペクトル・データーベースに組み合わせるステップと
、
　　前記複合スペクトル・データーベースの中から前記対象のホワイト・スペース周波数
帯域またはホワイト・スペース・チャネルを選択するステップと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法において、
　前記時間値の各々は、バージョン識別子を備えており、
　前記複合スペクトル・データーベースの中から前記対象のホワイト・スペース周波数帯
域またはホワイト・スペース・チャネルを選択するステップは、前記バージョン識別子に
基づく、方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法において、
　前記スペクトル・データーベースの各コピーは、ホワイト・スペース周波数帯域または
ホワイト・スペース・チャネルを示し、
　前記対象のホワイト・スペース周波数帯域またはホワイト・スペース・チャネルを選択
するステップは、前記スペクトル・データーベースのコピーによって識別された前記ホワ
イト・スペース周波数帯域またはホワイト・スペース・チャネルの交点を求めることによ
って、前記スペクトル・データーベースのコピーを組み合わせるステップを含む、方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法において、要求をワイヤレスで送るステップは、前記要求を示す情
報エレメントを備えているＩＥＥＥ８０２．１１ビーコン信号を送信するステップを含む
、方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法であって、更に、
　前記選択した送信および受信パラメーターを用いて、ホワイト・スペース・データーベ
ースのソースと通信するステップであって、前記ホワイト・スペース・データーベースは
、未割り当てのホワイト・スペース周波数帯域またはホワイト・スペース・チャネルを識
別する、ステップと、
　前記対象のホワイト・スペース周波数帯域またはホワイト・スペース・チャネルが、前
記ホワイト・スペース・データーベースにおいて利用可能であるか否かチェックするステ
ップと、
　前記対象のホワイト・スペース周波数帯域またはホワイト・スペース・チャネルが利用
可能であると識別されていない場合、前記ホワイト・スペース・データーベースから代わ
りの対象のホワイト・スペース周波数帯域またはホワイト・スペース・チャネルを選択す
るステップと、
　を備えている、方法。
【請求項６】
　請求項１記載の方法において、
　前記他の携帯用ワイヤレス・デバイスはプロキシー・デバイスとして機能し、
　前記方法は、更に、
　前記プロキシー・デバイスを介して、前記スペクトル・データーベースの信頼されてい
るソースまでの安全な接続を確立するステップと、
　前記プロキシー・デバイスを介して、前記信頼されているソースから前記スペクトル・
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データーベースを受信するステップと、
　を含む、方法。
【請求項７】
　請求項６記載の方法であって、更に、
　要求元ワイヤレス・デバイスから要求を受信するステップと、
　前記スペクトル・データーベースを送信することによって、前記要求元ワイヤレス・デ
バイスから前記要求に応答するステップと、
　を備えている、方法。
【請求項８】
　携帯用ワイヤレス・デバイスであって、
　ワイヤレスで情報を送信および受信するワイヤレス・ネットワーク・インターフェース
と、
　前記ワイヤレス・ネットワーク・インターフェースを通じて要求元デバイスから受信し
た、ホワイト・スペース・データーの要求の受信を検出する応答モジュールであって、前
記要求が検出されたときに、
　　前記要求に応答してホワイト・スペース・データーを送信することが、ホワイト・ス
ペース・データーを送信するための前記携帯用ワイヤレス・デバイスのリソースの割り当
てに関する方針と整合するか否か判定を行い、前記ホワイト・スペース・データーは、許
諾ワイヤレス・スペクトル内の周波数帯域幅を許諾する機関によっていずれのエンティテ
ィにも割り当てられていない前記許諾ワイヤレス・スペクトルの一部分を示す情報を含み
、
　　前記ホワイト・スペース・データーを送信することが前記方針と整合すると判定した
ときに、前記ホワイト・スペース・データーのコピーを前記要求元デバイスにワイヤレス
で送信するように前記ワイヤレス・ネットワーク・インターフェースを制御し、前記ホワ
イト・スペース・データーは、許諾ワイヤレス・スペクトルにおいて利用可能なチャネル
を識別する、
　応答モジュールと、
　前記ホワイト・スペース・データーを用いて、前記ワイヤレス・ネットワーク・インタ
ーフェースのために前記利用可能なチャネルのうちの１つを選択する選択モジュールと、
　を備え、
　前記応答モジュールは、更に、プロキシーとして役割を果たすように構成され、これに
よって前記要求元デバイスからの要求が、ネットワークを通じてサーバーに伝達され、
　前記ホワイト・スペース・データーのワイヤレスで伝達されたコピーは、前記サーバー
から受信された通信を含み、この通信が前記要求元デバイスに中継される、携帯用ワイヤ
レス・デバイス。
【請求項９】
　請求項８記載の携帯用ワイヤレス・デバイスにおいて、
　前記ワイヤレス・デバイスは、更に、前記ホワイト・スペース・データーのコピーをロ
ーカルに格納するためのコンピューター記憶媒体を備えており、
　前記ホワイト・スペース・データーのコピーを前記要求元デバイスにワイヤレスで送信
する動作は、前記ホワイト・スペース・データーのローカルに格納されているコピーを前
記要求元デバイスに送信することを含む、携帯用ワイヤレス・デバイス。
【請求項１０】
　請求項９記載の携帯用ワイヤレス・デバイスにおいて、前記要求は低電力アテンション
・シーケンスを備えている、携帯用ワイヤレス・デバイス。
【請求項１１】
　請求項８記載の携帯用ワイヤレス・デバイスにおいて、
　前記許諾ワイヤレス・スペクトルは、１ＧＨｚ未満の周波数を中心とするチャネルを備
えており、
　前記ワイヤレス・ネットワーク・インターフェースは、２ＧＨｚを超える周波数を中心
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とするチャネル上で通信するように構成されている、携帯用ワイヤレス・デバイス。
【請求項１２】
　請求項８記載の携帯用ワイヤレス・デバイスであって、更に、プロセッサーを備えてお
り、前記応答モジュールは、前記プロセッサーによって実行可能なコードを備えている、
携帯用ワイヤレス・デバイス。
【請求項１３】
　請求項８記載の携帯用ワイヤレス・デバイスにおいて、前記応答モジュールは、非許諾
スペクトルのチャネルを監視して前記要求の受信を発見するように、前記ワイヤレス・ネ
ットワーク・インターフェースを制御する、携帯用ワイヤレス・デバイス。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　[0001]　ワイヤレス送信は、ラジオおよびテレビジョン・コンテンツのブロードキャス
トをサポートするというようなことのために、計算機間および他の設定においても、ワイ
ヤレス・ネットワーキングに用いられている。異なるユーザー間における干渉を避けるた
めに、ワイヤレス通信に利用可能な周波数スペクトルの異なる部分が、異なるユーザーに
割り当てられる。
【０００２】
　[0002]　周波数スペクトルは、２つの主要セクター、即ち、許諾スペクトル(licensed 
spectrum)および非許諾スペクトル(unlicensed spectrum)に管理上分割されている。許諾
スペクトルは、商用放送会社のような、組織による独占的使用のために、これらの組織に
対する使用許諾に対して利用可能な周波数から成る。例えば、スペクトルの一部（「周波
数帯域」、「帯域」、または「チャネル」としても知られている）を、加入者がかける音
声呼およびデーター呼を表す情報を伝達する際に用いるために、セルラー通信会社に使用
許諾することができ、またはテレビジョン・コンテンツを表すオーディオおよびビデオ・
データーを搬送する信号を送信するために、メディア放送会社に使用許諾することもでき
る。一方、非許諾スペクトルは、公衆による自由な使用のために割り当てられているが、
通例、非許諾スペクトルの使用では、ユーザー間の干渉を最小限に抑えるように設計され
ている、最大電力出力規制というような、何らかの規制にしたがって運用することが必要
となる。
【０００３】
　[0003]　いずれの地理的位置においても、許諾スペクトル全体をユーザーに割り当てる
ことはできない。逆に、割り当てられない帯域があることもあり、これを「ホワイト・ス
ペース」(white space)と呼ぶこともある。領域の中には、チャネルの使用許諾に関心が
ある組織よりも利用可能なチャネルの方が多い場合もあり、一部のチャネルがホワイト・
スペースとして残ってしまう。また、許諾スペクトルの周波数帯域が組織に割り当てられ
るとき、通例、これらは連続的に割り当てられるのではなく、代わりに、２つの組織が互
いに干渉するのを防止するために、割り当てられる帯域間にホワイト・スペースがある場
合がある。簡略化した例では、許諾スペクトルの内３００ＭＨｚおよび３５０ＭＨｚ間の
セクションが２つの組織間で分割される場合、３００～３２０ＭＨｚ帯域を第１組織に割
り当てることができ、３３０～３５０ＭＨｚ帯域を第２組織に付与して、３２０～３３０
ＭＨｚ帯域をホワイト・スペースとして残すことができる。近年、未使用部分が非許諾ス
ペクトルの一部であるかのように、ホワイト・スペースを非許諾送信機が使用できるよう
にすることが提案されている。しかしながら、このようなホワイト・スペースの使用は、
非許諾ユーザーが許諾ユーザーと干渉することを防止する使用技法が基礎となる。
【０００４】
　[0004]　２００８年１１月に、連邦通信委員会（ＦＣＣ）は、デバイスに非許諾ホワイ
ト・スペースの使用を承認できることを述べた規則を発行した。提案する実施態様では、
帯域を監視してその帯域が使用されていないと判断することによって、または非許諾使用
者の地理的位置に適用可能な未割り当て帯域のデーターベースを調べることによって、非
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許諾ユーザーのデバイスが許諾スペクトルの許諾ユーザーとの干渉を回避することができ
る。
【発明の概要】
【０００５】
　[0005]　本願発明者は、携帯用ワイヤレス・デバイスは一般に受信機を有し、理論的に
、この受信機は許諾スペクトルにおける未使用チャネルを検出するために用いることがで
きるが、これらの受信機は一般に、許諾通信とノイズとの間で、ＦＣＣ要件を満たす精度
で区別する感度に欠けることを認識しており認めている。しかしながら、携帯用デバイス
の近傍において利用可能なチャネルを識別するホワイト・スペース・データーは、携帯用
ワイヤレス・デバイスには利用できないことが頻繁に起こる。ホワイト・スペース・デー
ターへの容易なアクセスを欠くために、ホワイト・スペースの非許諾使用の採用が阻害さ
れている。
【０００６】
　[0006]　ホワイト・スペース・データーへのアクセスは、携帯用ワイヤレス・デバイス
を、他の近隣携帯用ワイヤレス・デバイスからのホワイト・スペース・データーの要求に
応答するように構成することによって、改善される。したがって、非許諾使用に利用可能
な許諾スペクトルのチャネルを特定しようとする携帯用ワイヤレス・デバイスは、１つ以
上の近隣デバイスに要求を送ることができる。このような要求に応答して１つ以上の近隣
デバイスから受信した情報によって、ホワイト・スペース・データーを要求したデバイス
が、未使用チャネルを選択することが可能となり、あるいは特定された非許諾ホワイト・
スペースを用いて通信するために、この要求元のデバイスに送信および受信パラメーター
を設定することができる。
【０００７】
　[0007]　実施態様の中には、要求元デバイスの近くにある他のワイヤレス・デバイスが
要求を受信し、ローカルに格納されているホワイト・スペース・データーのコピーを第１
デバイスに送信することによって応答できる場合もある。要求元デバイスが多数の応答を
受信した場合、要求元デバイスは受信したコピーを合成して、ホワイト・スペースにおけ
る非許諾使用のためにチャネルを選択することができる。任意に、受信側デバイスが、選
択したチャネルを用いて、ホワイト・スペース・データーの信頼されている発行元への接
続を形成することもできる。この接続を通じて、要求元デバイスは、信頼のおけるホワイ
ト・スペース・データーのコピーをダウンロードすることができる。信頼されている発行
元からのホワイト・スペース・データーは、次いで、ホワイト・スペース内におけるその
後の通信のために、利用可能なチャネルを選択するために用いることができる。このチャ
ネルは、最初に選択したチャネルと同じであってもよい。
【０００８】
　[0008]　他の実施形態では、要求元デバイスの近傍にある他のデバイスが応答して、そ
れがプロキシーとして動作するために利用可能であることを示すことができ、要求元デバ
イスは、このデバイスを通じて、ホワイト・スペース・データーの信頼されている発行元
への接続を確立することができる。次いで、要求元デバイスは、プロキシーとして動作す
る他のデバイスを通じた接続を用いて、信頼されている発行元からホワイト・スペース・
データーをダウンロードすることができる。この接続は、要求元デバイスと信頼されてい
る発行元との間で、安全を確保することができ、これによって要求元デバイスは、信頼さ
れている発行元に更に接続することなく、データーを信頼することが可能になる。
【０００９】
　[0009]　要求元デバイスがホワイト・スペース・データーを信頼されている発行元から
どのようにして得るかには関係なく、一旦そうしたなら、信頼されている発行元から得ら
れたデーターをブロードキャストする、またはホワイト・スペース・データーの要求に最
初に応答したデバイスに更新を送ることによってというようにして、信頼されている発行
元からのホワイト・スペース・データーを他の近隣デバイスと任意に共有することもでき
る。



(6) JP 5765716 B2 2015.8.19

10

20

30

40

50

【００１０】
　[0010]　ホワイト・スペース・データーを携帯用ワイヤレス・デバイスには利用可能に
するこのような技法の態様は、ホワイト・スペース・データーを要求する携帯用ワイヤレ
ス・デバイス、ホワイト・スペース・データーの要求に応答する携帯用ワイヤレス・デバ
イス、または双方の携帯用ワイヤレス・デバイス内に実装することができる。他の態様は
、ホワイト・スペース・データーを要求する少なくとも１つのデバイスと、このような要
求に応答する少なくとも１つのデバイスとを備えているシステムとして、実現することが
できる。また、態様は、ホワイト・スペース・データーを要求する、またはホワイト・ス
ペース・データーの要求に応答するように、携帯用ワイヤレス・デバイスを動作させる方
法として実現することもできる。更に、態様は、少なくとも１つのコンピューター読み取
り可能媒体に記録されたコンピューター実行可能命令として実現することもでき、携帯用
ワイヤレス・デバイスと関連のあるプロセッサーによって命令を実行すると、このような
方法を実行する。
【００１１】
　[0011]　以上は、本発明の非限定的な摘要であり、本発明は、添付した特許請求の範囲
によって定められるものとする。
　[0012]　添付図面は、同じ拡縮率で描くことを意図していない。図面では、種々の図に
示されている同じコンポーネントまたはほぼ同じコンポーネントは、各々、同様の番号で
表されている。明確さを求めるために、各図面においてあらゆるコンポーネントに番号が
付けられていないこともある。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、本発明の一部の実施形態による動作環境のブロック図である。
【図２】図２は、本発明の一部の実施形態にしたがってホワイト・スペース・データーを
要求するように構成されている携帯用ワイヤレス・デバイスのブロック図である。
【図３】図３は、本発明の一部の実施形態にしたがってホワイト・スペース・データーの
要求に応答するように構成されている携帯用ワイヤレス・デバイスのブロック図である。
【図４Ａ】図４Ａは、本発明の一部の実施形態にしたがって、ホワイト・スペースにおい
て通信するように携帯用ワイヤレス・デバイスを構成する方法のフロー・チャートである
。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本発明の一部の実施形態にしたがって、多数の発行元から得られた
ホワイト・スペース・データーを合成する方法のフロー・チャートである。
【図５Ａ】図５Ａは、一部の実施形態にしたがって、ホワイト・スペース・データーの要
求に応答するようにデバイスを動作させる方法のフロー・チャートである。
【図５Ｂ】図５Ｂは、本発明の一部の実施形態にしたがって、ホワイト・スペース・デー
ターの要求に対してプロキシーとして役割を果たすように、デバイスを動作させる方法の
フロー・チャートである。
【図６】図６は、信頼されている発行元として役割を果たすデーターベース・サーバーか
ら、仲介プロキシーとして役割を果たす受信デバイスを用いて、ホワイト・スペース・デ
ーターを要求元デバイスに供給する方法の信号図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　[0021]　本願発明者は、携帯用ワイヤレス・デバイスの機能拡張は、このワイヤレス・
デバイスがホワイト・スペース・データーのコピーを得ることができるようにし、近隣の
他の携帯用ワイヤレス・デバイスとの相互作用によって、許諾スペクトルにおいて利用可
能なチャネルを特定することによって、遂行できることを認識し認めている。ホワイト・
スペース・データーを用いると、携帯用ワイヤレス・デバイスは、ホワイト・スペースの
非許諾使用に対する連邦通信委員会（ＦＣＣ）の要件を満たすように、許諾スペクトルに
おいてチャネルを選択することができる。その結果、このデバイスは、通信に対する選択
肢を広げることができ、携帯用デバイスのユーザーが高速で信頼性の高い通信を体験する
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可能性を高めることができる。
【００１４】
　[0022]　他の携帯用ワイヤレス・デバイスとの相互作用は、通信のためのホワイト・ス
ペースの使用を制限しがちとなることがあるブートストラップ問題を解決することができ
る。最初にホワイト・スペース・チャネルを通じてホワイト・スペース・データーの発行
源まで接続を確立することなく、ワイヤレス・ホワイト・スペース通信のための、送信お
よび／または受信パラメーターのような、パラメーターを特定するために用いられる最新
で信頼性のあるホワイト・スペース・データーを得ることができる。
【００１５】
　[0023]　図１は、一部の実施形態による動作環境１００のブロック図である。動作環境
１００は、デバイス１２０Ａ...１２０Ｅとして示されている多数のデバイスが、デバイ
ス１１０に十分接近しており、デバイス１１０がデバイス２０Ａ...１２０Ｅの各々とワ
イヤレスで通信できる公衆の場所、または企業内の事務所というような、いずれの場所で
もよい。図示した実施形態では、デバイス１１０および１２０Ａ...１２０Ｅの各々を、
ワイヤレス・ネットワークの他のインフラストラクチャー・コンポーネントのアクセス・
ポイントではなく、ワイヤレス・クライアントと見なすことができる。したがって、これ
らのデバイスは、携帯用ワイヤレス・デバイスとすることができ、環境１００内にあるこ
のようなデバイスの数は、これらのデバイスがこの環境に出入りするに連れて変化すると
考えられる。更に、これらのデバイスがこの環境に出入りするように動作すると、ある場
所において利用可能なホワイト・スペース・チャネルについてこれらが格納しているデー
ターが、古くなる場合もある。本発明の一部の実施形態によれば、本環境内にあるいずれ
かのデバイスがホワイト・スペース・データーにアクセスできるように、クライアント・
デバイスが協調する。
【００１６】
　[0024]　図１に示す例では、デバイス１１０は、その近隣にある他のデバイスにホワイ
ト・スペース・データーを要求する。この場合、近隣にあるデバイスとは、デバイス１２
０Ａ...１２０Ｅである。５つのこのようなデバイス１２０Ａ...１２０Ｅが図１には示さ
れているが、適した数の受信デバイス１２０Ａ...１２０Ｅであればいくつでも、動作環
境１００にあってもよい。
【００１７】
　[0025]　要求元デバイス１００は、ホワイト・スペース・チャネルにおいてワイヤレス
で通信するために、ホワイト・スペース・データーを要求することができる。ホワイト・
スペース・チャネルは、ＦＣＣ規制にしたがって、環境１００内にある許諾スペクトルに
おいて未使用チャネルを識別するホワイト・スペース・チャネルのデーターベースから選
択することができる。
【００１８】
　[0026]　デバイス１１０がホワイト・スペースにおいて通信を開始している理由は、本
発明にとって重要ではない。例えば、デバイス１１０は、ホワイト・スペース・サービス
１５０として示されているサービスに接続することの希望を示すユーザー入力に応答して
、ホワイト・スペース・データーの要求を開始することができる。このサービスへの接続
は、ホワイト・スペースにおけるチャネルを用いて確立することができる。あるいは、デ
バイス１１０は、所望のデーター・レートでの通信は非許諾スペクトル内では受け入れら
れないという判断に応答して、ホワイト・スペースにおいて通信しようとすることもでき
る。例えば、無線信号の減衰は、信号の周波数の関数であることが分かっている。２．４
ＧＨｚのような、非許諾スペクトルの２ＧＨｚよりも高い部分は、コンピューター間で非
許諾通信に広く用いられている。対照的に、ディジタルＴＶ送信に用いられる許諾スペク
トルにおけるホワイト・スペースは、約７００ＭＨｚというように、約１ＧＨｚ未満とな
っている。非許諾スペクトルにおける送信は、許諾スペクトルが用いられた場合よりも約
１０倍減衰する可能性があり、非許諾スペクトルにおける通信の距離および／またはデー
ター・レートが制限される。
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【００１９】
　[0027]　要求元デバイス１１０がホワイト・スペースにおいて通信を開始する理由には
関係なく、要求元デバイス１１０は、利用可能なチャネルを特定する、適したホワイト・
スペース・データーのコピーを既に格納しているのでなければ、ホワイト・スペース・デ
ーターを得ることができる。図１の例では、要求元デバイス１１０には前もって、利用可
能なホワイト・スペース・チャネルを特定するホワイト・スペース・データーベースが設
定されていないか、または要求元デバイス１１０は使用に適していないかもしれないデー
ターベースを有する可能性がある。例えば、要求元デバイス１１０は、古いか、または要
求元デバイス１１０の現在の位置には適していないホワイト・スペース・データーベース
のコピーを有することが考えられる。
【００２０】
　[0028]　ホワイト・スペースにおいて通信する理由またはホワイト・スペース・データ
ーを得る理由には関係なく、デバイス１１０は、環境１００内にある他のワイヤレス・デ
バイスと通信することによって、ホワイト・スペース・データーを得ようとすることがで
きる。したがって、デバイス１１０は、要求を１つ以上の他のワイヤレス・デバイスに送
信することができる。このような要求を受信したデバイスは、デバイス１１０がホワイト
・スペース・データーを受信しやすくなるように応答することができる。この例では、デ
バイス１２０Ａ...１２０Ｅは、ホワイト・スペース・データーの要求をデバイス１１０
から受信した受信デバイスとして役割を果たす。
【００２１】
　[0029]　図示する例では、データーベース・サーバー１４０は、信頼されているホワイ
ト・スペース・データーベース１４１の発信元として役割を果たすことができる。データ
ーベース・サーバー１４０は、例えば、政府機関、標準化事務所、または少なくとも特定
の地理的位置においてホワイト・スペース割り当てに関する正確で最新の日付け情報を有
することが証明されているその他の準政府機関によってホストされたサーバーであるとよ
い。しかしながら、図１に描かれているシナリオでは、要求元デバイス１１０はサーバー
１４０との直接的な通信を行わない。要求元デバイス１１０がしかるべきホワイト・スペ
ース・チャネルを選択することができれば、サーバー１４０と通信できてもよいが、要求
元デバイス１１０は、ホワイト・スペース・チャネルを選択する前には、サーバー１４０
に直接接続することができなければよい。にもかかわらず、要求元デバイスがサーバー１
４０に格納されているデーターを用いてこのようなチャネルを選択すると、ブートストラ
ップ問題が生ずる。
【００２２】
　[0030]　このブートストラップ問題を解消するために、要求元デバイス１１０は、１つ
以上の受信デバイス１２０Ａ...１２０Ｅがホワイト・スペース・データーを要求元デバ
イス１１０に提供することに関与することを要求することができる。受信デバイス１２０
Ａ...１２０Ｅは、１つ以上の方法で、ホワイト・スペース・データーを提供することに
関与することができる。例えば、１つ以上の受信デバイスは、これらが格納しているホワ
イト・スペース・データーのコピーを提供することができる。受信デバイスがホワイト・
スペース・データーを提供することに関与できる方法の他の例として、受信デバイスが、
サーバーまたはホワイト・スペース・データーを得ることができる他のコンピューター位
置までのネットワーク接続を既に確立しているのであれば、この受信デバイスは、プロキ
シーとして役割を果たすことができ、要求元デバイス１１０が、既に確立されているネッ
トワーク接続を用いて、このサーバーと通信してデーターを得ることを可能にする。
【００２３】
　[0031]　受信デバイス１２０Ａ...１２０Ｅがコピーを提供することによって要求に応
答する実施形態では、各受信デバイスはホワイト・スペース・データー１４１のローカル
・コピーを有することができる。環境１００全域にブロードキャストすることができるホ
ワイト・スペース・データーの要求に応答して、受信デバイス１２０Ａ...１２０Ｅの内
１つ以上は、それらのホワイト・スペース・データーのコピーを送信することができる。
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図１の例では、受信デバイス１２０Ａ、１２０Ｂ、および１２０Ｄは、各々、コピー１４
１Ａ、１４１Ｂ、および１４１Ｄをそれぞれ有している。このシナリオでは、受信デバイ
ス１２０Ａ、１２０Ｂ、および１２０Ｄは、各々、要求に応答することができる。
【００２４】
　[0032]　要求元デバイス１１０が多数のホワイト・スペース・データーのコピーを受信
した場合、これらのデーターを合成するメカニズムを採用することもできる。場合によっ
ては、要求元デバイス１１０は、これらのデーターの各コピーに付随する時間情報を用い
て、最も新しいコピーを選択することができる。この時間情報は、バージョン情報のよう
に、適した形態であればいずれでもなすことができ、データーがコピーされた元のホワイ
ト・スペース・データーベースを、信頼されている発行元が作成した時刻、または最後に
更新した時刻を示すことができる。他の例として、時間情報は、タイム・スタンプの形態
とすることができ、いつデーターベースが作成されたか、またはいつ受信デバイスがデー
ターのコピーを受信したかを示す。
【００２５】
　[0033]　時間情報が記録されている特定のフォーマットには関係なく、時間情報を要求
元デバイス１１０に伝達することができる。要求元デバイス１１０は、この時間情報を用
いて、それが受信した最も新しい(most up-to-date)データーを特定し、ホワイト・スペ
ース・チャネルを選択することができる。このようにチャネルを選択するためにホワイト
・スペース・データーを識別するのは、規準が条件となるが、このように最も新しいバー
ジョンは、そのチャネルを用いようとする時点よりも前における、閾値時間量以内の時間
を示す時間値を有する。具体的な一例として、最も新しいバージョンは、使用時点よりも
３日未満前に信頼されているソースからコピーされたことを示すタイム・スタンプを有す
る場合にのみ用いることができる。他の規準は、最も新しいバージョンが、次に新しいバ
ージョンよりも少なくとも何らかの閾値時間量だけ新しいということにしてもよい。例え
ば、最も新しいバージョンは、次に新しいバージョンよりも少なくとも１日後のタイム・
スタンプを有する。
【００２６】
　[0034]　シナリオの中には、要求元デバイス１１０が、多数の受信デバイスから受信し
たデーターを合成し、合成したデーターに基づいてチャネルを選択するとよい場合もある
。実施形態の中には、要求元デバイス１１０が、多数のコピーを受信したときには常にデ
ーターを合成するとよい場合もある。他の実施形態では、受信したホワイト・スペース・
データーのコピーのいずれもが、最も新しいコピーとして用いるための規準を満たさない
場合、データーを合成するように要求元デバイス１１０を作動させるのであってもよい。
【００２７】
　[0035]　ホワイト・スペース・データーからチャネルを選択するために応答がどのよう
に用いられるかには関係なく、ホワイト・スペース通信を確立するために、選択したチャ
ネルを要求元デバイス１１０によって用いることができる。しかしながら、実施形態の中
には、選択したチャネルを一時的チャネル割り当てとしても用いるとよい場合もある。一
時的チャネル割り当ての適性を確認するとよい。確認された場合、そのチャネル割り当て
を更に別の通信に用いることができる。確認されない場合、他のチャネルを選択すればよ
い。
【００２８】
　[0036]　一例として、要求元デバイスは、初期チャネル割り当てを用いて、サーバー１
４０との接続を形成することができる。サーバー１４０は、信頼されているホワイト・ス
ペース・データーのソースである。次いで、要求元デバイス１１０は、信頼されているホ
ワイト・スペース・データーのコピーをサーバー１４０からダウンロードして、初期チャ
ネル割り当ての妥当性を確認することができる。実施形態の中には、要求元デバイス１１
０がある地理的領域に対する全ホワイト・スペース・データーをダウンロードするとよい
場合もある。このデーターベースは、ホワイト・スペース通信のためのチャネルを選択す
るために用いることができ、このチャネルは初期チャネル選択と同一であっても異なって
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いてもよい。
【００２９】
　[0037]　受信デバイスが、ホワイト・スペース・データーを得ようとする要求元デバイ
ス１１０に関与することができる代わりの方法または追加の方法として、受信デバイス１
２０Ａ...１２０Ｅの内一部が、要求元デバイス１１０とサーバー１４０との間の間接接
続をやり易くすることもできる。例えば、デバイス１２０Ｅが、データーベース・サーバ
ー１４０にアクセスすることができるネットワーク１３０への接続を有することができる
。すると、受信デバイス１２０Ｅは、プロキシーとして役割を果たすことができ、要求元
デバイス１１０に、受信デバイス１２０Ｅがサーバー１４０と形成することができる接続
を介して、サーバー１４０への接続を形成することを可能にする。
【００３０】
　[0038]　デバイス１２０Ｅをサーバー１４０に接続するやり方は、本発明にとって重要
ではない。ネットワーク１３０は、インターネットまたはデーターベース・サーバー１４
０にアクセスすることができる適したネットワークであれば他のいずれでもよい。実施形
態の中には、デバイス１２０Ｅがホワイト・スペース・チャネルを用いてネットワーク１
３０に接続できる場合もある。
【００３１】
　[0039]　デバイス１２０Ｅとサーバー１４０との間でどのように接続が形成されるかに
は関係なく、一旦この接続が確立されたなら、デバイス１２０Ｅは単に要求元デバイス１
１０とサーバー１４０との間でパケットを中継するだけでよい。このように、要求元デバ
イス１１０は、サーバー１４０と通信するためには、適したプロトコルであればいずれで
も用いることができる。実施形態の中には、通信用プロトコルが、セキュリティ連携(sec
urity association)を作成することを伴うとよい場合もある。これによって、要求元デバ
イスがサーバー１４０を信頼されているホワイト・スペース・データーのソースであるこ
とを認証することができ、および／またはサーバー１４０からのホワイト・スペース・デ
ーターが、受信デバイス１２０Ｅまたは他の仲介デバイスによって、意図せずにまたは悪
意によって変更されていないことの確証を得ることができる。
【００３２】
　[0040]　要求元デバイス１１０が他の携帯用電子デバイスをプロキシーとして用いてサ
ーバーに接続してデーターを受信する実施形態では、要求元デバイスは、このデーターに
基づいて選択したチャネルが、使用のために利用可能であることを確認することができる
。しかしながら、プロキシーを介して安全な接続が形成される実施形態では、この確認ス
テップを省略してもよい。
【００３３】
　[0041]　ホワイト・スペース・データーをどのようにして得るかには関係なく、要求元
デバイス１１０は、このデーターによって利用可能であることを示された１つ以上のホワ
イト・スペース・チャネル内にある周波数を用いて、チャネルを選択し通信を確立するた
めに、このデーターを用いることができる。これらの通信の本質(nature)は本発明にとっ
て重要ではない。一例として、ホワイト・スペース・サービスとの通信を開始することが
できる。ホワイト・スペース・サービス１５０は、ホワイト・スペース・チャネル上でア
クセス可能な適したタイプのサービスであればいずれでもよい。例えば、サービス１５０
は、ネットワーク１３０のようなネットワークへのアクセスを与えることができる。実施
形態の中には、サービス１５０がホワイト・スペース・チャネル上でインターネット・ア
クセスを与えるものもある。
【００３４】
　[0042]　実施形態の中には、要求元デバイス１１０および受信デバイス１２０Ａ...１
２０Ｅが携帯用電子デバイスである場合もある。このようなデバイスは、古い(out-of-da
te)ホワイト・スペース・データーを有する虞がある。このようなデバイスは場所から場
所に移動することがあるので、これらが格納するホワイト・スペース・データーは、これ
らのデバイスがホワイト・スペース・データーの更新コピーをダウンロードすることがで



(11) JP 5765716 B2 2015.8.19

10

20

30

40

50

きるネットワークに接続されていない間に、単に時間経過のために古くなる可能性がある
。また、携帯用デバイスがある場所から別の場所に移動している間に、データーのコピー
が古くなることもある。しかしながら、本明細書において説明するホワイト・スペース・
データーを得るための技法は、許諾スペクトルにおける通信を可能にするように構成され
たワイヤレス・ネットワーク・インターフェースを有するいずれの計算機とでも用いるこ
とができることは認められてしかるべきである。
【００３５】
　[0043]　図２は、一部の実施形態による要求元デバイス１１０のブロック図である。先
に論じたように、要求元デバイス１１０は、このデバイスの位置において用いることがで
きるホワイト・スペース・データーのコピーを求めているデバイスである。一旦このコピ
ーが要求元デバイス１１０によって得られたなら、このデバイスは、ホワイト・スペース
・サービスにアクセスするように構成することができる。
【００３６】
　[0044]　要求元デバイス１１０は、ワイヤレス通信が可能な適したデバイスであればい
ずれによってでも実現することができる。例えば、そして限定ではなく、要求元デバイス
１１０は、パーソナル・ディジタル・アシスタント（ＰＤＡ）、ラップトップ、移動体電
話機、スマート・フォン、または他の適したワイヤレス通信デバイスのいずれかとして実
現することができる。実施形態の中には、要求元デバイス１１０が、プロセッサー２０１
、メモリー２０３、ワイヤレス・ネットワーク・インターフェース２０５Ａおよび２０５
Ｂ、ユーザー・インターフェース２０７、取得モジュール２０９、組み合わせモジュール
２１１、接続モジュール２１３、および位置検出モジュール２１５を含むとよい場合があ
る。
【００３７】
　[0045]　プロセッサー２０１は、当技術分野において周知の１つ以上のプロセッサー、
または他の適した処理デバイスであればいずれでもよい。例えば、そして限定ではなく、
プロセッサー２０１は、中央演算装置（ＣＰＵ）、ディジタル信号プロセッサー（ＤＳＰ
）、コントローラー、アドレス可能コントローラー、汎用または特殊目的マイクロプロセ
ッサー、マイクロコントローラー、アドレス可能マイクロプロセッサー、プログラマブル
・プロセッサー、プログラマブル・コントローラー、専用プロセッサー、専用コントロー
ラー、あるいは他のいずれかの適した処理デバイスの内のいずれでもよい。プロセッサー
２０１は、コンピューター実行可能命令を実行して、要求元デバイス１１０のコンポーネ
ントを制御して、ホワイト・スペース・データーを得て、本明細書において説明する技法
を用いてホワイト・スペース・チャネルを特定し、このチャネルにおいて通信を行うこと
ができる。
【００３８】
　[0046]　メモリー２０３は、プロセッサー２０１に統合することもでき、および／また
は例えば、メモリー・バス（図示せず）を通じてプロセッサー２０１にアクセス可能とす
るとよい「オフ・チップ」メモリーを含むこともできる。メモリー２０３は、ソフトウェ
ア・モジュールを格納することができ、プロセッサー２０１によってこのソフトウェア・
モジュールを実行すると、所望の機能を実行する。例えば、実施形態の中には、取得モジ
ュール２０９、組み合わせモジュール２１１、接続モジュール２１３、および位置検出モ
ジュール２１５が、メモリー２０３に格納されているソフトウェア・モジュールであると
よい場合もある。しかし、モジュール２０９～２１５は適した方法であればいずれでも実
現することができる。メモリー２０３は、例えば、そして限定ではなく、ＲＡＭ、ナノテ
クノロジーに基づくメモリー、１つ以上のフロッピー・ディスク、コンパクト・ディスク
、光ディスク、揮発性および不揮発性メモリー・デバイス、磁気テープ、フラッシュ・メ
モリー、ハード・ディスク・ドライブ、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ内
の回路構成、または他の半導体デバイス、あるいは他の有形コンピューター記憶媒体とい
うような、いずれかの適したタイプのコンピューター読み取り可能記憶媒体とすることが
できる。
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【００３９】
　[0047]　また、要求元デバイス１１０は、有線および／またはワイヤレス通信用に１つ
以上のネットワーク・インターフェースを含むこともできる。ここでは、要求元デバイス
１１０はネットワーク・インターフェース２０５Ａおよび２０５Ｂを有する。ネットワー
ク・インターフェース２０５Ａ～２０５Ｂは、ネットワークを通じて通信するように構成
されているハードウェアおよびソフトウェアの適した組み合わせであればいずれでもよい
。例えば、各ネットワーク・インターフェース２０５Ａおよび２０５Ｂは、ネットワーク
・インターフェース・ドライバ、ならびにワイヤレス送信機および受信機、または同等に
送受信機を含むネットワーク・インターフェース・カード（ＮＩＣ）として実現すること
ができる。ドライバーは、要求元デバイス１１０の他のコンポーネントから命令を受け取
り、ＮＩＣを用いて動作を実行するように構成されている。ＮＩＣは、ワイヤレス・ネッ
トワークを通じた通信または直接他のワイヤレス・デバイスとの通信のために信号を発生
および受信するように構成することができる。
【００４０】
　[0048]　要求元デバイス１１０は、１つ以上のワイヤレス・ネットワーク・インターフ
ェースを含むことができ、これらのインターフェースを通じて、ホワイト・スペース・デ
ーターの要求を送信することができ、１つ以上の応答を受信することができる。また、要
求元デバイス１１０は、一旦チャネルが選択されたならホワイト・スペース通信に合わせ
て構成することができる１つ以上のワイヤレス・ネットワーク・インターフェースも含む
ことができる。ホワイト・スペース・データーが得られるワイヤレス・ネットワーク・イ
ンターフェース、およびホワイト・スペース通信が行われるワイヤレス・ネットワーク・
インターフェースは、同じインターフェースであっても、異なるインターフェースであっ
てもよい。
【００４１】
　[0049]　実施形態の中には、要求元デバイス１１０が、非許諾スペクトルを用いて、ホ
ワイト・スペース・データーの要求を送り、応答を受信することができる場合もある。非
許諾スペクトルは、許諾スペクトルよりも高い周波数範囲を用いる場合がある。したがっ
て、ホワイト・スペース・データーを得るため、そしてホワイト・スペース通信を実行す
るためには、別個のワイヤレス・ネットワーク・インターフェースを採用するとよい。
【００４２】
　[0050]　具体的な例として、要求元デバイス１１０はＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）
通信またはＩＥＥＥ８０２．１１通信に従来用いられている周波数を用いて、ホワイト・
スペース・データーの要求を送信し応答を受信することができる。対照的に、要求元デバ
イス１１０は、ホワイト・スペース通信には、ディジタルＴＶ送信に割り当てられている
スペクトルにおける周波数を用いることができる。これら異なる周波数範囲における通信
をサポートするために、別個のネットワーク・インターフェースがあるとよい。したがっ
て、要求元デバイス１１０は、２つのワイヤレス・ネットワーク・インターフェース２０
５Ａおよび２０５Ｂを内蔵するように示されている。
【００４３】
　[0051]　実施形態の中には、ＮＩＣが多数の送受信機を含み、広いスペクトル範囲に亘
る通信に対処できるようにしたものもある。例えば、ワイヤレス・ネットワーク・インタ
ーフェース２０５Ａおよび２０５Ｂは、ソフトウェア定義ラジオを用いて実現することが
でき、このソフトウェア定義ラジオは、このような広帯域ＮＩＣを用いて、ホワイト・ス
ペース・データーを得るために用いられる周波数において通信するため、およびホワイト
・スペース通信のためにしかるべくプログラミングすることができる。
【００４４】
　[0052]　実施形態の中には、要求元デバイスの現在地に基づいて、ホワイト・スペース
・データーを得られる場合もある。したがって、要求元デバイス１１０は、位置検出モジ
ュール２１５のような、その位置を判定するコンポーネントを含むのであってもよい。位
置検出モジュール２１５は、ハードウェアおよびソフトウェアの適した組み合わせであれ
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ばいずれを用いてでも実現することができる。尚、デバイス１１０の位置は、適したホワ
イト・スペース・データーを特定するという目的のために十分に精度が高ければよいこと
は認められてしかるべきである。状況によっては、異なる地理的領域には異なるホワイト
・スペース・データーベースが定義されていることもある。許諾スペクトル・サービスの
典型的なブロードキャストは、数十または数百平方マイルをカバーする。したがって、数
マイル以内までに要求元デバイスの位置を判定することができれば、十分に精度が高いと
考えられる。多くの場合、都市、大都市近郊、または要求元デバイス１１０が位置する国
を特定できれば、しかるべきホワイト・スペース・データーベースを特定する目的には十
分であると考えられる。
【００４５】
　[0053]　位置検出モジュール２１５は、いずれかの適した方法で、要求元デバイス１１
０の位置を判定することができる。これより、位置検出モジュール２１５の様々な例を提
示する。これらの例は、例示であり、網羅的であることを意図するのではない。何故なら
、現在地は、適した方法であればいずれでも判定できるからである。
【００４６】
　[0054]　実施形態の中には、位置検出モジュール２１５が汎地球ナビゲーション衛星サ
ービス（ＧＮＳＳ）を利用して、ナビゲーション衛星からの計算機１００の現在地を判定
するとよい場合もある。ＧＮＳＳの例には、米国の汎地球測位サービス（ＧＰＳ）、ヨー
ロッパ連合のＧａｌｉｌｅｏ測位システム（１０１２に予定されている）、ロシアのＧＬ
ＯＮＡＳＳシステム、中国のＣｏｍｐａｓｓシステムが含まれる。しかし、適したＧＮＳ
Ｓであればいずれでも、サポートすることができる。
【００４７】
　[0055]　実施形態の中には、位置検出モジュール２１５がワイヤレス・ビーコンを分析
して、要求元デバイス１００の現在地を判定できる場合もある。このようなビーコンは、
ワイヤレス・ネットワーク・インターフェース２０５Ａまたは２０５Ｂを通じて受信する
ことができ、または他のいずれかの適した方法で得ることもできる。ビーコンが、現在地
を判定するために用いることができる情報をどのように表すかは、ビーコン信号の発信源
によって異なるのであってもよい。例えば、公衆陸線移動体ネットワーク（ＰＬＭＮ）は
、各々、位置検出エリア識別（ＬＡＩ）として知られている一意の識別子を有する。ＬＡ
Ｉは、標準化されている移動体国別コード（ＭＣＣ）を含む。他の例として、ＩＥＥＥ８
０２.１１ｄのビーコン信号は、国別コードを含む。８０２．１１ｄとの準拠は自由意志
であり、国別コードはユーザーによって設定され、ビーコン信号分析サービスは、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１ｄビーコンによって示される国別コードに頼る前に、様々なネットワーク
からの多数のビーコン信号間で契約(agreement)について検査するように構成することが
できる。
【００４８】
　[0056]　実施形態の中には、位置検出モジュール２１５がセルラー通信タワーからの信
号を用いて、要求元デバイス１１０現在地を判定するとよい場合もある。例えば、三角測
量の原理を用いて、要求元デバイス１１０の現在地を特定することができる。
【００４９】
　[0057]　実施形態の中には、位置検出モジュール２１５がユーザーに現在地を指定する
ように促すことができるものもある。ユーザー入力モジュールが、ユーザーに現在地を示
すように、いずれかの適した方法で促すことができる。例えば、ユーザー・インターフェ
ース２０７と共に地図を表示し、ポインティング・デバイスを用いて地図上でユーザーに
彼女の位置を示させる。実施形態の中には、直前の指定の近くにあるエリアにおいて地図
を拡大することによって、連続指定を用いるとよい場合もある。実施形態の中には、ユー
ザーが単純に、例えば、現在地である都市または国の名称を入力するものもある。しかし
、ユーザーを促すのは、適した方法であればいずれでもよい。
【００５０】
　[0058]　取得モジュール２０９、組み合わせモジュール２１１、および接続モジュール
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２１３は、ホワイト・スペース・データーを得て、利用可能なホワイト・スペース・チャ
ネルを特定し、ホワイト・スペース・サービスと通信することによってというように、ホ
ワイト・スペース通信に合わせて要求元デバイス１１０を構成するために、それぞれ、用
いることができるモジュールである。これらのモジュールは、ハードウェアおよびソフト
ウェアの適した組み合わせであればいずれでも実現することができる。モジュール２０９
、２１１、および２１３は、方法４００および下位方法(sub-method)４５０を実現するた
めに用いることができる。これらの方法については、図４Ａ～図４Ｂを参照して以下で論
ずる。
【００５１】
　[0059]　図３は、一部の実施形態による受信デバイス３２０のブロック図である。受信
デバイス３２０は、受信デバイス１２０Ａ．．．１２０Ｅの内の１つを表す。しかし、受
信デバイス１２０Ａ．．．１２０Ｅは同じ構成を有しても異なる構成を有してもよいこと
は認められてしかるべきである。
【００５２】
　[0060]　受信デバイス３２０は、プロセッサー３０１、メモリー３０２、ワイヤレス・
ネットワーク・インターフェース３０５、およびユーザー・インターフェース３０７を有
することができる。実施形態の中には、携帯用計算機が要求元デバイスとして役割を果た
すこと、および受信デバイスとして役割を果たすこともある。したがって、図３に示すコ
ンポーネントは、図２を参照して先に論じた対応するコンポーネントと同様の形態および
機能を有していてもよい。
【００５３】
　[0061]　しかし、受信デバイスとして役割を果たすためには、受信デバイス３２０は、
図２に関して先に論じなかったコンポーネントを含むとよい。また、要求元デバイス３２
０は、コンピューター記憶媒体に格納されているホワイト・スペース・データー３１５も
有することができる。受信デバイスまたは要求元デバイスとして役割を果たすことができ
る各デバイスに格納されているホワイト・スペース・データーは、許諾スペクトルにおけ
る全ての既知のチャネル割り当てを示す、全ホワイト・スペース・データーベースである
とよく、サーバー１４０（図１）のような、ホワイト・スペース・データーの信頼できる
ソースからコピーしたフォーマットにすることができる。
【００５４】
　[0062]　しかしながら、実施形態の中には、ホワイト・スペース・データー３１５が利
用可能なデーターの部分集合であってもよい場合がある。例えば、サーバー１４０は多数
の地理的位置に対するチャネル割り当てを格納することができ、受信デバイス３２０は、
その現在地に適用可能なチャネル割り当てのみを格納するのでもよい。更に、ホワイト・
スペース通信用のチャネルを特定するために、全てのチャネル割り当てが分かっている必
要はない。したがって、ホワイト・スペース・データー３１５は、チャネル割り当てでは
なく、利用可能なチャネルを指示すればよい。多数の利用可能なチャネルがあるシナリオ
では、ホワイト・スペース・データー３１５は利用可能なチャネルの部分集合だけを示す
のであってもよい。
【００５５】
　[0063]　ホワイト・スペース・データーと共に最新データー・コピーを特定することが
できる時間情報も格納することができる。図３の例では、この時間情報はデーターベース
・バージョン識別子の形態をなす。バージョン識別子３１７は、ホワイト・スペース・デ
ーター３１５をコピーした元のホワイト・スペース・データーベースのバージョンを示す
。例えば、バージョン識別子３１７は、バージョン番号、および／またはホワイト・スペ
ース・データー３１５を、データーベース・サーバー１４０（図１）のような、信頼のあ
るホワイト・スペース・データーベース源からダウンロードした時刻を示すことができる
。
【００５６】
　[0064]　明示的に示されていないが、他の識別情報をホワイト・スペース・データー３
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１５と関連付けることもできる。例えば、ホワイト・スペース・データー３１５は、この
ホワイト・スペース・データーが有効である地理的領域のインディケーターを収容するこ
とができる。また、図３は、デバイスに格納されている最も新しいホワイト・スペース・
データーを表す、ホワイト・スペース・データーの１つのコピーを示すことは認められて
しかるべきである。しかしながら、実施形態の中には、受信デバイス３２０が、異なる地
理的領域（図示せず）に対応するホワイト・スペース・データーの他のコピーを有してい
るとよい場合もある。
【００５７】
　[0065]　受信デバイス３２０は、受信デバイスが他のデバイスからのホワイト・スペー
ス・データーの要求を受信しこれに応答することを可能にするコンポーネントを含むこと
ができる。応答モジュール３０９、プロキシー・モジュール３１１、およびアクセス制御
モジュール３１３は、ホワイト・スペース・データーをどのようにして要求元デバイス（
例えば、図１および図２の要求元デバイス１１０）に提供するかを制御するために用いる
ことができるモジュールである。モジュール３０９、３１１、および３１３は、ハードウ
ェアおよびソフトウェアの適した組み合わせであればいずれでも実現することができる。
【００５８】
　[0066]　実施形態の中には、応答モジュール３０９がホワイト・スペース・データー３
１５のコピーの要求に応答する場合もある。応答モジュール３０９はネットワーク・イン
ターフェース３０５Ａまたは３０５Ｂを通じて受信した通信を監視して、要求元デバイス
からの要求を示す通信を探し出すことができる。しかし、応答モジュール３０９の動作を
誘起するためには、適した手法であればいずれでも用いることができる。例えば、応答モ
ジュールは、既知のプログラミング技法を用いて、通信がヘッダーまたはその他のフィー
ルドを有し、この通信を要求として識別する値を収容するときに、通知を受信するように
ネットワーク・インターフェースまたは他の適したコンポーネントに登録することができ
る。
【００５９】
　[0067]　プロキシー・モジュール３１１は、データーベース・サーバーと要求元デバイ
スとの間においてプロキシー接続を確立し制御することができる。プロキシー・モジュー
ル３１１は、適した方法であればいずれでも動作することができる。例えば、受信デバイ
ス３２０は、ワイヤレス・ネットワーク・インターフェース３０５Ａまたは３０５Ｂを通
じて、要求元デバイスからのホワイト・スペース・データーを得るコマンドであるメッセ
ージを受信することができる。プロキシー・モジュール３１１は、これらのコマンドを監
視し、これらのコマンドの通知を受けることができ、またはこのようなコマンドに応答す
るように、いずれかの適した方法で誘起されるようにすることができる。それとは関係な
く、このようなコマンドに応答する際、プロキシー・モジュール３１１は、サーバー１４
０（図１）のような、信頼のおけるホワイト・スペース・データーのソースに要求を送る
ことができる。次いで、プロキシー・モジュール３１１は、このソースからの応答の全部
または一部を要求元モジュールに転送することができる。
【００６０】
　[0068]　代替案として、プロキシー・モジュール３１１は、要求元デバイスとホワイト
・スペース・データーのソースとの間における通信のための導管(conduit)として役割を
果たすこともできる。この実施形態では、要求元デバイスからのメッセージをコマンドと
して扱うのではなく、受信デバイスからのあらゆるメッセージを、処理せずに、サーバー
に転送することもできる。このような実施形態では、プロキシー・モジュール３１１は、
受信デバイス３２０内にネットワーク・スタックの比較的低レベルにおいてコンポーネン
トを含むことができる。このシナリオでは、プロキシー・モジュール３１１は、信頼のお
けるホワイト・スペース・データーのソースの位置を特定する入力を受信することができ
る。プロキシー・モジュール３１１は、次いで、ホワイト・スペース・データーの要求で
あることのインディケーターを含むあらゆる受信メッセージを、信頼のおけるソースに転
送する。
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【００６１】
　[0069]　モジュール３０９および３１１は、方法５００および下位方法５５０を実現す
るように構成することができる。これらの方法については、図５Ａおよび図５Ｂを参照し
て後に論ずる。
【００６２】
　[0070]　実施形態の中には、ワイヤレス・サービスのユーザーが、ホワイト・スペース
・データーの要求としてフォーマットされたワイヤレス通信を受信したときに、受信デバ
イスが、要求に対して、共有するホワイト・スペース・データーを有するかまたはプロキ
シーとして役割を果たすことができるネットワーク接続を有するか応答するように、デバ
イスを構成するとよい場合がある。このように動作するようにワイヤレス・デバイスをプ
ログラミングすることによって、他のユーザーも同様に彼らのデバイスを要求に応答する
ように構成することを促進することができ、これによってある領域において動作する多数
のワイヤレス・デバイスの協同動作の結果、デバイスがホワイト・スペース・データーを
得ることができる可能性を高めることができる。
【００６３】
　[0071]　しかしながら、受信デバイスがホワイト・スペース・データーの要求を余りに
多く受信すると、その性能が損なわれる虞がある。このような状況は、他に多くのワイヤ
レス・デバイスがある環境に受信デバイスが位置する場合、不意に発生する可能性があり
、またはこの環境においてワイヤレス・デバイスを動作させている者の悪意の行為の結果
発生することもあり得る。したがって、受信デバイス３２０はホワイト・スペース・デー
ターの要求に応答するために振り向けられるリソースの量を制限するメカニズムを含むと
よい。この例では、受信デバイス３２０はアクセス制御モジュール３１３を含む。
【００６４】
　[0072]　アクセス制御モジュール３１３は、応答モジュール３０９がホワイト・スペー
ス・データーベースの要求に応答するときに用いる時間量を制限することができる。例え
ば、アクセス制御モジュール３１３は、応答モジュール３０９がホワイト・スペース・デ
ーターの要求に応答する際に用いるその処理パワー、ネットワーク帯域幅、または他のリ
ソースの消費を１、３、５、または１０パーセント未満に制限することができる。しかし
、リソース使用を制限する他の技法を採用することもできる。他の例として、アクセス制
御モジュール３１３は、プロキシー接続が維持されている期間（例えば、０．５秒）を制
限することができる。他の例として、アクセス制御モジュール３１３は、ランダムに決定
される可能性がある、ある時間量だけ要求元デバイスを待たせた後で、要求元デバイスが
受信デバイスのリソースを用いるようにすることもできる。または、受信デバイスは、ホ
ワイト・スペース・データーの要求に応答した後、他のホワイト・スペース・データーの
要求に応答するまでの時間を設定することもできる。
【００６５】
　[0073]　実施形態の中には、受信デバイスがホワイト・スペース・データーを要求する
他のデバイスと協調するために振り向けるリソースの量に対する制限の本質(nature)、お
よび制限の値を、方針によって決定するとよい場合もある。この方針は、適した方法であ
ればいずれでも導き出すことができる。例えば、デバイスのオペレーティング・システム
にデフォルトの方針を含ませることができる。あるいは、ユーザー入力または他の適した
入力の形態によって方針を設定または修正することもできる。
【００６６】
　[0074]　アクセス制御モジュール３１３は、適した組み合わせであればいずれでも動作
することができる。例えば、アクセス制御モジュール３１３は、応答モジュール３０９お
よび／またはプロキシー・モジュール３１１の動作を抑制し次いで可能にするコマンドを
発行することができる。しかし、更に他の例として、要求に応答してホワイト・スペース
・データーを提供することができるサーバーとの接続を形成するプロキシーとして役割を
果たすために、アクセス制御モジュール３１３は、他の受信デバイスに接続を委託するこ
とができる。しかし、アクセス制御モジュール３１３は、適した方法であればいずれでも
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、応答デバイス３２０へのアクセスを制限できることは認められてしかるべきである。
【００６７】
　[0075]　尚、受信デバイス１１０および要求元デバイス３２０について別個に説明した
が、実施形態の中には、１つのデバイスが状況に応じて要求元デバイス１１０または受信
デバイス３２０のいずれかとして動作するように構成できるものもあることは認められて
しかるべきである。例えば、一旦デバイスがホワイト・スペース・データーの要求のコピ
ーを得たならば、このデバイスは、ホワイト・スペース・データーを提供することによっ
て、他のデバイスからの要求に応答することができる。他の例として、データーベース・
サーバーからホワイト・スペース・データーのコピーを受信したデバイスは、ホワイト・
スペース・データーの最新コピーが入手可能であることを、本環境の中にある他のデバイ
スに広告することもできる。
【００６８】
　[0076]　以上、要求元デバイス１１０および受信デバイス例３２０について説明したの
で、図４Ａおよび図４Ｂならびに図５Ａおよび図５Ｂをそれぞれ参照して、これらのデバ
イスを動作させる方法について説明する。
【００６９】
　[0077]　図４Ａは、ワイヤレス・デバイスをホワイト・スペース・サービスに接続する
方法４００のフロー・チャートである。方法４００は、例えば、図２に示した要求元デバ
イス１１０の動作によって実行することができる。しかし、方法４００は、適したやり方
であればいずれでも実現することができる。
【００７０】
　[0078]　要求を送信するには、適したプロトコルであればいずれでも用いることができ
る。プロトコルは、ステップ４０１において、最初に低パワー・アテンション・シーケン
ス(attention sequence)を送信することを伴うことができる。このアテンション・シーケ
ンスは、要求を周期的にしか監視していない受信デバイスが、この受信デバイスが要求を
監視できるように、要求元デバイスが要求を送信する準備を行っていることを検出できる
ような期間を有することができる。
【００７１】
　[0079]　しかし、適したプロトコルであれば他のいずれでも用いることができることは
認められてしかるべきである。実施形態の中には、８０２．１１または他のいずれかの適
した規格にしたがって８０２．１１ビーコン信号または他の制御通信における情報エレメ
ントとして、要求をエンコードするとよい場合もある。規格にしたがって動作するデバイ
スは、その規格にしたがって送られるビーコンまたは制御通信を検出するように構成する
ことができる。このようなシナリオでは、受信デバイスが、ステップ４０１によって例示
したようなアテンション・シーケンスを用いずに、要求を収容するワイヤレス送信を検出
することができる。
【００７２】
　[0080]　用いるプロトコルには関係なく、ステップ４０３において、要求元デバイスは
ホワイト・スペース・データーの要求を動作環境にワイヤレスで送信することができる。
この要求は、受信デバイスがそれを要求として認識することを可能にする適した方法であ
ればいずれでもエンコードすることができる。実施形態の中には、要求が、他のデバイス
との相互作用を通じてホワイト・スペース・データーを得る際に用いられる他の情報を収
容するとよい場合もある。例えば、要求が要求元デバイスの地理的領域を特定することが
できる。他の選択肢の一例として、要求は、デバイスがプロキシー・デバイスを介してデ
ーターベース・サーバーに接続することを望んでいるのか、または送信された要求を受信
したデバイス（受信デバイス）のローカルに格納されているレポジトリーから直接データ
ーベースのコピーを受信することを望んでいるのかを示すことができる。多数のホワイト
・スペース・データーのソースを受け入れることができる場合、要求によって優先度を指
定することができる。実施形態の中には、セキュリティ要求を示す場合もある。セキュリ
ティ要求は、例えば、要求元デバイスが受信したホワイト・スペース・データーのコピー
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をどのように認証するのかを示すことができる。
【００７３】
　[0081]　実施形態の中には、非許諾公衆チャネル上で要求を送信する場合もある。例え
ば、要求を指定する情報エレメント（ＩＥ）を有する、プローブ要求またはＩＥＥＥ８０
２．１１ビーコン信号のような、Ｗｉ－Ｆｉ制御メッセージを送ることができる。ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１は、２．４、３．６、および５ＧＨｚ帯域におけるような、非許諾周波数
において動作する。実施形態の中には、１．８ＧＨｚおよび３ＧＨｚの間の帯域において
要求を送信する場合もある。送信された要求は、この要求に対する応答を受信するのを待
っている間、周期的に繰り返すことができる。実施形態の中には、数個の異なる非許諾チ
ャネル上で要求を送信する場合もある。
【００７４】
　[0082]　ステップ４０５において、要求元デバイスにおいてホワイト・スペース・デー
ターの１つ以上のコピーを受信する。例えば、１つ以上の受信デバイスが、ホワイト・ス
ペース・データーのコピーを提供することによって、要求に応答することができる。実施
形態の中には、要求を直接受信するデバイスがプロキシーとして動作して、ホワイト・ス
ペース・データーがホワイト・スペース・データーベース・サーバーから要求元デバイス
によって受信される場合もある。ホワイト・スペース・データーベースは、これらのデバ
イス間において開かれたワイヤレス・チャネルまたは安全なワイヤレス・チャネル上で受
信することができる。実施形態の中には、受信したホワイト・スペース・データーのコピ
ーを認証する場合もある。例えば、信頼されているソースと関連のある鍵を用いて、デー
ターのコピーを受信するために安全なチャネルを確立することができる。しかし、適した
形態の認証であればいずれでも用いることができる。
【００７５】
　[0083]　受信したホワイト・スペース・データーの各コピーは、データーベースのバー
ジョン、およびそのデーターを用いることができる地理的領域を示すことができる。また
、このデーターは、その地理的領域においてどの周波数帯域が用いられているかを示すこ
ともできる。実施形態の中には、このデーターが、使用されている許諾チャネルのリスト
を提供できる場合もある。更に他の実施形態の中には、ホワイト・スペース・データーが
、どの許諾チャネルがホワイト・スペースとして利用可能かを示すことができる場合もあ
る。例えば、ＴＶ「チャネル２」が用いられていない場合、ホワイト・スペース・データ
ーは、５４から６０ＭＨｚが利用可能なホワイト・スペース・チャネルであることを示す
ことができる。ホワイト・スペース・チャネルは、約５０から８１０ＭＨｚにわたる許諾
テレビジョン・スペクトルの下位帯域(sub-band)において利用することもできる。利用可
能なチャネルは、チャネル番号または周波数範囲によってというように、いずれかの適し
た方法で特定することができる。更に、ホワイト・スペースとして使用するために指定さ
れた「チャネル」は、許諾されたユーザーに割り当てることができるチャネルに対応する
必要はない。ホワイト・スペース・チャネルは、適した周波数範囲であればいずれにでも
対応することができ、許諾されたユーザーの帯域幅よりも広いまたは狭い帯域幅を有する
こともできる。更に、ホワイト・スペース・チャネルの識別が、周波数範囲以外の情報を
含むこともできる。例えば、ホワイト・スペース・データーは、許諾されたチャネルが選
択時間においてのみ用いられていることを示すことができる。
【００７６】
　[0084]　ホワイト・スペース・データーのフォーマットには関係なく、ステップ４０７
において、ホワイト・スペース・データーの多数のコピーが受信され、合成する必要があ
るか否か判断する。ない場合、方法４００はステップ４１１に進む。多数のコピーが受信
されている場合、方法４００はステップ４０９に進む。
【００７７】
　[0085]　ステップ４０９において、コピーを合成して、ホワイト・スペース・スペクト
ルにおいて利用可能なチャネルを特定する。実施形態の中には、ホワイト・スペース・デ
ーターのコピーを合成する下位方法４５０を実行する場合もある。しかし、多数のデータ
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ーベースの受信は、いずれかの適した方法で解決すればよいことは認められてしかるべき
である。下位方法４５０については、図４Ｂを参照しながら以下で論ずる。ステップ４０
９においてホワイト・スペース・データーの適した合成を実行した後、方法４００はステ
ップ４１１に進む。
【００７８】
　[0086]　ステップ４１１において、ホワイト・スペース・データーに基づいて、送信お
よび受信パラメーターを選択する。例えば、これらのパラメーターは、デバイスがホワイ
ト・スペースを用いて、許諾ブロードキャストと干渉することなく、通信することを可能
にするとよい。実施形態の中には、ホワイト・スペース・チャネルを選択することによっ
て、送信および受信パラメーターが選択される場合もある。ホワイト・スペース・データ
ーのコピーまたは合成されたホワイト・スペース・データーのコピーによって利用可能で
あることが示されたチャネルの中から、チャネルを選択することができる。１つまたは複
数のチャネルは、適した方法であればいずれでも選択することができる。
【００７９】
　[0087]　実施形態の中には、要求元デバイスが品質メトリックに基づいてホワイト・ス
ペース・データーにおいて利用可能であることが示された全てのチャネルから選択を行う
場合もある。例えば、要求元デバイスが、これらのチャネルの内１つにおいて接続が確立
されるまで、異なるチャネルを用いてサーバーに接続しようとすることができる。実施形
態の中には、デバイスが好ましい動作特性を有するチャネルを選択できる場合もある。例
えば、デバイスが、好ましい伝搬特性を有するチャネル、または現在使用中の許諾チャネ
ルから周波数が最も離れているチャネルを選択することもできる。実施形態の中には、ユ
ーザーからの入力によってチャネルを選択する場合もある。
【００８０】
　[0088]　一旦チャネルが選択されたなら、ホワイト・スペース通信をそのチャネル上で
実行することができる。しかし、実施形態の中には、選択されたチャネルが、他のデバイ
スから受信したホワイト・スペース・データーが正確であることを検証するために用いら
れる暫定チャネルとして役割を果たすとよい場合もある。したがって、ステップ４１３に
おいて、選択されたホワイト・スペース・チャネルを用いて、信頼のおけるホワイト・ス
ペース・データーのソースに接続することができる。
【００８１】
　[0089]　図示した例では、暫定チャネルは、ホワイト・スペース・データーベース・サ
ーバーに接続するために用いられる。例えば、デバイスは、インターネットへの接続を提
供するホワイト・スペース・サービスを通じて、データーベース・サーバーに接続するこ
とができる。しかし、ホワイト・スペース・データーベース・サーバーへの接続は、直接
、またはインターネット以外のネットワークを通じて形成されてもよい。
【００８２】
　[0090]　ステップ４１５において、最新のホワイト・スペース・データーをホワイト・
スペース・データーベース・サーバーからダウンロードすることができる。最新のコピー
をデーターベース・サーバーからダウンロードした後、デバイスをブートストラップする
ことによって得られたいずれのコピーも破棄することができる。最新のコピーは、利用可
能なホワイト・スペース・チャネルの更なる識別に用いることができる。
【００８３】
　[0091]　ステップ４１７において、デバイスは、本環境内にある他のデバイスに最新の
ホワイト・スペース・データーをブロードキャストすることができ、またそうでなければ
、最新のデーターの利用可能性を示すことができる。最新のホワイト・スペース・データ
ーは、ステップ４０５においてデーター・コピーを受信したのと同様の方法でブロードキ
ャストすることができる。例えば、非許諾スペクトルを通じてこのデーターをブロードキ
ャストすることができる。しかし、適した方法であればいずれでもブロードキャストを送
ることができる。このように、本環境内にあるデバイスは、それらがローカルに格納して
いるホワイト・スペース・データーのコピーを、ブロードキャストされた最新バージョン
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によって更新することができる。
【００８４】
　[0092]　ステップ４１９において、４１５においてホワイト・スペース・データーベー
ス・サーバーから得たホワイト・スペース・データーの最新コピーを用いて、利用可能な
ホワイト・スペース・チャネルを選択する。この選択されたチャネルは、以後、ホワイト
・スペース・サービスとの通信を含む、ホワイト・スペース通信に用いることができる。
【００８５】
　[0093]　以上、方法４００について論じたので、これより図４Ｂを参照して、多数のホ
ワイト・スペース・データーのコピーを合成する下位方法４５０について論ずる。
　[0094]　ステップ４５１において、受信したコピーの内の１つが、ホワイト・スペース
・データーの「最新」コピーであるか否か判定を行う。データーのコピーは、そのデータ
ーがチャネルを選択するために用いられることになっている時刻よりも前において閾値時
間以内に信頼のおけるソースから得られた場合に、「最新」と見なすことができる。デー
ターベースの各コピー得られたときは、例えば、コピーと共に含まれている時間情報から
判定することができる。閾値時間が１日（２４時間）である場合、最後の２４時間以内に
データーベース・サーバーから得られたデーターベースのコピーのみが新しいと見なされ
る。しかし、閾値時間は、１日、２日、または１週間というような、適した値であればい
ずれでもよい。
【００８６】
　[0095]　ステップ４５１において、ホワイト・スペース・データーの最新コピーがない
と判断された場合、下位方法４５０は誤りを示すことができ、本方法を終了する。しかし
、受信したコピーが最新でない場合、あらゆる適した処置を講ずることができる。実施形
態の中には、方法４００がステップ４０３に戻り、ホワイト・スペース・データーの要求
を再度ブロードキャストできる場合もある。他の代替案として、要求元デバイスが、アク
ティブなネットワーク接続を有し信頼のおけるホワイト・スペース・データーのソースへ
の接続のためにプロキシーとして役割を果たすことができる近隣のデバイスを特定するこ
とによってというようにして、他の方法でホワイト・スペース・データーを得る動作を開
始することもできる。
【００８７】
　[0096]　しかしながら、ステップ４５１において、少なくとも１つの最新のホワイト・
スペース・データーのコピーがあると判断された場合、下位方法４５０はステップ４５３
に進み、ホワイト・スペース・データーの多数の最新コピーが入手可能か否か判断する。
入手可能でない場合、ステップ４５５において、１つのホワイト・スペース・データーの
最新コピーを用いることを決定し、下位方法４５０は終了する。方法４００は、特定した
最新のホワイト・スペース・データーのコピーを用いて、ステップ４１１に進むことがで
きる。
【００８８】
　[0097]　ステップ４５３において、多数の最新コピーがあると判断された場合、下位方
法４５０はステップ４５７に進み、受信したコピーの一部または全部を合成のために選択
する。実施形態の中には、最新コピーの全てを選択する場合もある。他の実施形態では、
最新コピーの部分集合のみを選択する場合もある。例えば、他の閾値時間を用いて、要求
元デバイスからの距離、または信頼のおけるソースからデーターを得た以降の時間に基づ
いて、ホワイト・スペース・データーのどのコピーを選択すべきか判断してもよい。しか
し、合成するコピーは、適した方法であればいずれでも選択することができる。
【００８９】
　[0098]　ステップ４５９において、選択したコピーを合成して、利用可能なホワイト・
スペース・チャネルを特定する。実施形態の中には、利用可能なチャネルは、選択したコ
ピー全ての間において利用可能なチャネルの交点(intersection)として特定される。即ち
、選択したホワイト・スペース・データーのコピー全てによって利用可能であると示され
たチャネルのみが、合成されたデーターにおいて利用可能であると特定される。等価的に
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、選択したコピーのいずれかによって利用できないと特定されたチャネルはいずれも、他
のコピーの１つ以上がそのチャネルが利用可能であることを示しても、合成データーを形
成するときに利用できないと見なすことができる。尚、ステップ４５７において選択され
なかったホワイト・スペース・データーのコピーはいずれも無視されることは認められて
しかるべきである。勿論、ステップ４５７においてデーターのコピーが１つだけ選択され
た場合、そのコピーは、利用可能なチャネルを特定するために用いられる。ステップ４５
９の後、下位方法４５０は終了し、方法４００はステップ４１１に進む。先に記したよう
に、下位方法４５０では、多数のホワイト・スペース・データーのコピーを解決するいく
つかの方法について論じたが、適した方法であればいずれでも用いることができる。例え
ば、実施形態の中には、ホワイト・スペース・データーの最も新しいバージョンを用い、
他の全てを無視するとよい場合もある。他の例として、受信デバイスをプロキシーとして
用いて、データーベース・サーバーからホワイト・スペース・データーのコピーを受信し
た場合、他の全てのコピーを無視してもよい。更に他の例として、本方法は、受信したデ
ーターベースの最初のコピーから利用可能なチャネルを特定し、後続のコピーを全て無視
することもできる。
【００９０】
　[0099]　実施形態の中には、要求元デバイス１１０の取得モジュール２０９（図２）を
、方法４００のステップ４０１から４０７までを実行するように構成することができる場
合もある。組み合わせモジュール２１１（図２）は、ステップ４０９（方法４５０）を実
行するように構成することができる。接続モジュール２１３（図２）は、ステップ４１１
から４１９までを実行するように構成することができる。しかし、要求元デバイス１１０
のモジュール２０９～２１３（図２）は、適した方法であればいずれでも構成することが
できる。
【００９１】
　[0100]　尚、方法４００の実施形態の中には、いくつかのステップを任意に実行しても
よく、図示した順序以外のシーケンスでステップを実行してもよい場合もあることは認め
られてしかるべきである。
【００９２】
　[0101]　これより図５Ａに移り、ホワイト・スペース・データーベースの要求に応答す
る方法５００について論ずる。方法５００は、例えば、図３に示した受信デバイス３２０
のような、図１に示した受信デバイス１２０Ａ．．．１２０Ｅのいずれかの動作によって
実行することができる。しかし、方法５００は、適したやり方であればいずれでも実現す
ることができる。
【００９３】
　[0102]　ステップ５０１において、受信デバイスは、ホワイト・スペース・データーの
要求を表すワイヤレス送信を受信することができる。受信デバイスは、チャネルを監視し
てこのような要求を探し出し、受信デバイスが別の状況ではいずれかの適した方法で要求
を監視しているまたは検出することができる通信内においてその要求を検出することがで
きる。しかし、受信デバイスが別のやり方で受信することができるメッセージの中に要求
が封入されている実施形態では、ステップ５０１における要求の受信は、これらのメッセ
ージを処理する一部として行うことができる。
【００９４】
　[0103]　要求をどのようにして検出するかには関係なく、ステップ５０３において、受
信デバイスは、ホワイト・スペース・データーの要求を処理する際に強いられる限度以内
であるか否か判断する。例えば、受信デバイスの操作者が、要求に応答することに振り分
けられるリソースの量を制限するように、デバイスを構成することができる。この限度は
、時間量、プロセッサーまたは帯域幅使用の一部、あるいはホワイト・スペース・データ
ー要求に応答することによって消費される可能性がある他のあらゆるリソースとして指定
することができる。
【００９５】
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　[0104]　これらの限度を超えた場合、方法５００は、ステップ５０５に示すように、ホ
ワイト・スペース・データーの要求をいずれも無視することができる。尚、ステップ５０
５は、明白な動作を伴わなくてもよく、あるいは要求の処理を終了することを含むことも
できることは認められてしかるべきである。例えば、ＮＩＣにおいて受信機をオフにする
ことによって、または要求の受信を妨げる他の動作によって、要求を無視することができ
る。
【００９６】
　[0105]　しかしながら、受信デバイスが、どのような限度が該当するにしろ、その範囲
以内にある場合、ステップ５０９において、ホワイト・スペース・データーがローカルに
入手可能である、例えば、デバイスのコンピューター記憶媒体から入手可能であると判断
する。この判断は、受信デバイスがホワイト・スペース・データーのいずれかのコピーを
格納しているか否か単に判断することを伴えばよい。しかし、ステップ５０９における処
理は、受信デバイスに格納されているホワイト・スペース・データーが最新であるか、ま
たは要求において特定されている地理的位置に対応するか否かチェックするというような
、他のチェックを伴うこともできる。ホワイト・スペース・データーが入手可能であると
判定された場合、ステップ５１１において、ローカルに入手可能なホワイト・スペース・
データーを要求元デバイスに送信する。実施形態の中には、提供されるコピーが真性であ
ることを明示するために、安全措置(security measure)を講ずる場合もある。
【００９７】
　[0106]　ステップ５０９において、ホワイト・スペース・データーが入手可能でないと
判断された場合、受信デバイスが他の措置を講じて要求元デバイスとの協調プロセスに参
加して、要求元デバイスがホワイト・スペース・データーのコピーを得ることを可能にす
ることができる。図示した実施形態では、本方法はステップ５１３に進み、受信デバイス
をプロキシーとして役割を果たすように構成することができ、このプロキシーを介して、
ホワイト・スペース・データーをホワイト・スペース・データーベース・サーバーからダ
ウンロードすることができる。
【００９８】
　[0107]　先に論じたように、実施形態の中には、ステップ５０９におけるプロキシーと
しての受信デバイスの動作を、図５Ｂに示した下位方法５５０にしたがって実行するとよ
い場合もある。
【００９９】
　[0108]　下位方法５５０のステップ５５１において、受信デバイスがデーターベース・
サーバーにアクセスすることができるネットワーク接続が存在するか否かについて判定を
行う。このようなネットワーク接続が存在しない場合、下位方法５５０は終了する。
【０１００】
　[0109]　ステップ５５１において、データーベース・サーバーへのネットワーク接続が
存在すると判定された場合、下位方法５５０はステップ５５３に進む。
　[0110]　ステップ５５３において、受信デバイスと要求元デバイスとの間に、第１接続
を形成する。ステップ５５５において、受信デバイスとデーターベース・サーバーとの間
に第２接続を形成する。第１および第２接続は、集合的に、要求元デバイスからデーター
ベース・サーバーまで、端から端までのセキュリティを有することができる接続を規定す
ることができ、提供されたホワイト・スペース・データーのコピーが真正であることを保
証する。
【０１０１】
　[0111]　下位方法５５０にしたがって、受信デバイスは、ステップ５５７から５６７に
したがって、受信したパケットを適切に導出することによって、要求元デバイスとデータ
ーベース・サーバーとの間でプロキシーとして動作する。この例では、メッセージの導出
は、端から端までのセキュリティを用いることができるように、変更なしでメッセージを
転送することを含む。
【０１０２】
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　[0112]　受信したパケット毎に（ステップ５５７）、このパケットにホワイト・スペー
ス要求というタグが付けられているか否か判定を行う（ステップ５５９）。付けられてい
る場合、ステップ５６１において、データーベース・サーバーへの第２接続を用いて、こ
のタグの付いたホワイト・スペース要求パケットを導出する。
【０１０３】
　[0113]　パケットにホワイト・スペース要求というタグが付けられていない場合、更に
ステップ５６３において、このパケットにホワイト・スペース・データー応答というタグ
が付けられているか否か更に判定を行う。付けられている場合、ステップ５６５において
、要求元デバイスへの第１接続を用いて、ホワイト・スペース・データー応答パケットを
導出する。
【０１０４】
　[0114]　このように、要求元デバイスは、受信デバイスを介して要求をデーターベース
・サーバーに転送することができ、データーベース・サーバーは最新のホワイト・スペー
ス・データーベースのコピーを、受信デバイスを介して、要求元デバイスに提供すること
ができる。勿論、ホワイト・スペース要求またはホワイト・スペース応答というタグが付
けられていないパケットは、適当に処理すればよい。
【０１０５】
　[0115]　パケットのしかるべき処置の後、受信デバイスのプロキシーとしての動作に関
する他のパケットが受信されているか、または受信されることが期待されているか否か判
定を行う。その通りである場合、下位方法５５０はステップ５５７に戻り、次に受信した
パケットの処理を開始する。プロキシーとしての受信デバイスの動作に関するパケットが
他には残っていない場合、下位方法５５０は終了することができる。任意に、第１および
／または第２接続を終端することができ、これらの接続に関するリソースを解放すること
ができる。
【０１０６】
　[0116]　下位方法５５０は、受信デバイスが、要求元デバイスとデーターベース・サー
バーとの間においてプロキシーとして動作する実施形態の一部を示す。尚、受信デバイス
は、適した方法であればいずれでもプロキシーとして役割を果たすように構成できること
は認められてしかるべきである。例えば、実施形態の中には、受信デバイスが、データー
ベース・サーバーから受信したホワイト・スペース・データーのコピーを保持する場合も
ある。実施形態の中には、ローカルに格納されているホワイト・スペース・データーのコ
ピーに対する変更のみを、プロキシー・サーバーからダウンロードする場合もある。これ
らの変更はローカル・コピーに適用することができ、次いでこのローカル・コピーを要求
元デバイスに転送する。他の例として、受信デバイスが、ホワイト・スペース・データー
のローカル・コピーが古いか否か判断することもでき、古い場合、データーベースの新し
いバージョンを要求元デバイスおよび受信デバイスの双方に提供することができるように
、プロキシー接続を形成する。
【０１０７】
　[0117]　実施形態の中には、受信デバイス３２０（図３）の応答モジュール３０９、プ
ロキシー・モジュール３１１、およびアクセス制御モジュール３１３を、方法５００およ
び下位方法５５０のステップの一部または全部を実行するように構成できる場合もある。
しかし、モジュール３０９～３１３は、適した方法であればいずれでも構成することがで
きる。
【０１０８】
　[0118]　図６は、一部の実施形態による、要求元デバイス１１０、受信デバイス３２０
、およびデーターベース・サーバー１４０間におけるメッセージの交換を示すシグナリン
グ図６００である。要求元デバイス１１０および受信デバイス１２０によってそれぞれ実
行されるシグナリングおよび処理の詳細について、方法４００および５００を参照する。
【０１０９】
　[0119]　信号６０１は、要求元デバイス１１０から受信デバイス３２０に送られる。信
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号６０１は、ホワイト・スペース・データーベースのコピーを要求元デバイス１１０に提
供することの要求を収容する（図４Ａのステップ４０３および図５Ａのステップ５０１）
。
【０１１０】
　[0120]　一旦信号６０１が受信デバイス３２０によって受信されたなら、ホワイト・ス
ペース・データーベースのローカル・コピーを提供すべきか、またはデーターベース・サ
ーバー１４０への接続を介してコピーを提供すべきかについて、判定を行う（図５Ａのス
テップ５０９）。前者の場合、受信デバイス３２０は、信号６０９を要求元デバイス１１
０に送信する。信号６０９は、受信デバイス３２０によってローカルに格納されているホ
ワイト・スペース・データーベースのコピーを含む（図５Ａのステップ５１１）。
【０１１１】
　[0121]　受信デバイス３２０がプロキシーとして動作することによって、データーベー
スをデーターベース・サーバー１４０から提供する場合、信号６０３をサーバー１４０に
送って、プロキシー接続を確立する（図５Ｂのステップ５５３～５５５）。プロキシー接
続を確立した後、サーバー１４０は信号６０５を受信デバイス３２０に送る。信号６０５
は、最新のホワイト・スペース・データーのコピーを収容する。実施形態の中には、信号
６０５が単に受信デバイス３２０によってローカルに格納されているデーターベースのバ
ージョンに関する変更だけを含めばよい場合もある。次いで、受信デバイス３２０は信号
６０７を要求元デバイス１１０に送り、最新のデーターベースを転送する（図５Ｂのステ
ップ５５７～５６７）。
【０１１２】
　[0122]　尚、シグナリング図６００は、行われるかもしれないシグナリングの一部を省
略してもよいことは認められてしかるべきである。追加のシグナリングを、例えば、用い
てデバイス間に接続を確立し、認証情報を提供し、受信した情報の受信を承認することも
できる。
【０１１３】
　[0123]　以上のように本発明の少なくとも１つの実施形態の様々な態様について説明し
たので、種々の変更、修正、および改良は当業者には容易に想起されよう。
　[0124]　例えば、ホワイト・スペース・データーの要求は、前述の情報とは異なる情報
または追加の情報を収容することもできる。実施形態の中には、要求が要求元デバイス１
１０の位置を指定するとよい場合もある。位置は、受信デバイスによって、それが接続す
べきホワイト・スペース・データーのローカル・レポジトリーを特定するため、または要
求に応答する特定の位置に適用可能なホワイト・スペース・データーを特定するために用
いることができる。
【０１１４】
　[0125]　また、要求元デバイスのためにホワイト・スペース・データーを得ることに、
受信デバイスが関与することができる多数の方法についても説明した。例えば、受信デバ
イスがローカル・ストアからのデーターのコピーを提供すること、またはプロキシーとし
て役割を果たし要求元デバイスをデーターのソースに接続させることができることを説明
した。これらの技法は、単独でまたは一緒に用いることができる。代わりにまたは加えて
、他の技法も用いることができる。例えば、受信デバイスがホワイト・スペース・データ
ーのコピーを有していない場合、代わりに、近隣にある可能性がある他のデバイスに要求
を発行することができる。
【０１１５】
　[0126]　他の例として、データーベース・サーバー１４０のみが１つのホワイト・スペ
ース・データーベース１４１と共に示されており、このデーターベース１４１は、環境１
００（図１）の許諾スペクトルにおけるチャネル割り当てを収容する、地理的に限られた
データーベースであってもよい。しかしながら、データーベース・サーバーは、要求元デ
バイス１１０が存在する領域以外の地理的領域についてのホワイト・スペース・データー
も格納できることは認められてしかるべきである。このようなシナリオでは、要求内にあ
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る位置情報は、どのコピーが提供されるのかを示すとよい。
【０１１６】
　[0127]　他の例として、ホワイト・スペース・データーを共有する方法を実行するモジ
ュールは、受信デバイスおよび要求元デバイスのオペレーティング・システムの一部とし
て実装することもできる。しかし、図２および図３におけるモジュールは、デバイスの適
した部分であればいずれの中にあってもよい。
【０１１７】
　[0128]　このような変更、修正、および改良は、本開示の一部であることを意図してお
り、本発明の主旨および範囲に該当することを意図している。したがって、以上の説明お
よび図面は一例に過ぎない。
【０１１８】
　[0129]　前述した本発明の実施形態は、多数の方法のいずれでも実現することができる
。例えば、これらの実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、またはその組み合わせを
用いて実現することができる。ソフトウェアで実現する場合、１つのコンピューターに設
けられているかまたは多数のコンピューター間で分散されているかには関係なく、いずれ
かの適したプロセッサーまたはプロセッサーの集合体上でソフトウェア・コードを実行す
ることができる。
【０１１９】
　[0130]　更に、コンピューターは、ラック実装コンピューター、デスクトップ・コンピ
ューター、ラップトップ・コンピューター、またはタブレット・コンピューターというよ
うな、多数の形態のいずれでも具体化することができる。加えて、一般にはコンピュータ
ーと見なされないが適した処理能力を有するデバイスに、コンピューターを埋め込むこと
もできる。これらのデバイスには、パーソナル・ディジタル・アシスタント（ＰＤＡ）、
スマート・フォン、または他のあらゆる適した携帯用または固定電子デバイスが含まれる
。
【０１２０】
　[0131]　また、コンピューターは１つ以上の入力および出力デバイスも有することがで
きる。これらのデバイスは、とりわけ、ユーザー・インターフェースを提示するために用
いることができる。ユーザー・インターフェースを提示するために用いることができる出
力デバイスの例には、出力の視覚的提示のためのプリンターまたは表示画面、または出力
の可聴提示のためのスピーカーまたはその他の音響発生デバイスが含まれる。ユーザー・
インターフェースのために用いることができる入力デバイスの例には、キーボード、なら
びにマウス、タッチ・パッド、およびディジタル化タブレットのようなポインティング・
デバイスが含まれる。その他の例として、コンピューターは音声認識によって、またはそ
の他の可聴フォーマットで入力情報を受けることができる。
【０１２１】
　[0132]　このようなコンピューターは、１系統以上のネットワークによって、ローカル
・エリア・ネットワークあるいは企業ネットワークまたはインターネットのようなワイド
・エリア・ネットワークを含む、いずれかの適した形態で相互接続することができる。こ
のようなネットワークは、適した技術であればそのいずれにも基づくことができ、適した
プロトコルであればそのいずれにしたがって動作することもでき、ワイヤレス・ネットワ
ーク、有線ネットワーク、または光ファイバー・ネットワークを含むことができる。
【０１２２】
　[0133]　また、本明細書において概要を説明した種々の方法またはプロセスは、種々の
オペレーティング・システムまたはプラットフォームの内いずれか１つを採用する１つ以
上のプロセッサー上で実行可能なソフトウェアとしてコード化することができる。加えて
、このようなソフトウェアは、多数の適したプログラミング言語および／またはプログラ
ミングまたはスクリプティング・ツールの内いずれかを用いて書くことができ、そしてフ
レームワークまたは仮想マシン上で実行される実行可能な機械語コードまたは中間コード
としてコンパイルすることもできる。
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【０１２３】
　[0134]　これに関して、本発明は、１つ以上のプログラムがエンコードされたコンピュ
ーター読み取り可能媒体（または多数のコンピューター読み取り可能媒体）（例えば、コ
ンピューター・メモリー、１つ以上のフロッピー・ディスク、光ディスク、磁気テープ、
フラッシュ・メモリー、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイまたは他の半導体
デバイス内にある回路構成、あるいはその他の一時的でない(non-transitory)有形コンピ
ューター記憶媒体）として具体化することができる。このプログラムを１つ以上のコンピ
ューターまたは他のプロセッサー上で実行すると、先に論じた本発明の種々の実施形態を
実現する方法を実行する。１つ以上のコンピューター読み取り可能媒体は、そこに格納さ
れている１つまたは複数のプログラムを１つ以上の異なるコンピューターまたは他のプロ
セッサーにロードして、先に論じた本発明の種々の態様を実現することができるように、
移植可能にすることができる。
【０１２４】
　[0135]　「プログラム」または「ソフトウェア」という用語は、本明細書では、先に論
じたような本発明の種々の態様を実現するためにコンピューターまたはその他のプロセッ
サーをプログラミングするのに採用することができる、あらゆるタイプのコンピューター
・コードまたはコンピューター実行可能命令の集合に言及するように、包括的な意味で用
いられている。加えて、この実施形態の一態様によれば、実行すると本発明の方法を実行
する１つ以上のコンピューター・プログラムは、１つのコンピューターまたはプロセッサ
ー上に常駐する必要はなく、多数の異なるコンピューターまたはプロセッサー間でモジュ
ール形式で分散して本発明の種々の態様を実現することもできる。
【０１２５】
　[0136]　コンピューター実行可能命令は、１つ以上のコンピューターまたは他のデバイ
スによって実行される、プログラム・モジュールというような、多くの形態にすることが
できる。一般に、プログラム・モジュールは、ルーチン、プログラム、オブジェクト、コ
ンポーネント、データー構造等を含み、特定のタスクを実行するか、または特定の抽象デ
ーター・タイプを実装する。通例、プログラム・モジュールの機能は、種々の実施形態に
おいて所望に応じて組み合わせることまたは分散することができる。
【０１２６】
　[0137]　また、データー構造は、コンピューター読み取り可能媒体にいずれかの適した
形態で格納することができる。図示の簡略化のために、データー構造は、当該データー構
造において位置によって関係付けられたフィールドを有するように示すとよい。同様に、
このような関係は、コンピューター読み取り可能媒体における位置をフィールド用のスト
レージに割り当てて、フィールド間に関係を伝えることによって、形成することができる
。しかしながら、データー構造のフィールドにおける情報間で関係を確立するためには、
適したメカニズムであればいずれでも用いることができ、ポインター、タグ、またはデー
ター・エレメント間で関係を確立するその他のメカニズムの使用によることを含む。
【０１２７】
　[0138]　本発明の種々の態様は、単独で用いること、組み合わせて用いること、または
以上で説明した実施形態では具体的に論じられなかった種々の構成で用いることもでき、
したがって、その応用において、以上の説明に明記し図面に示した詳細およびコンポーネ
ントの構成に限定されることはない。例えば、一実施形態において説明した態様は、他の
実施形態において説明した態様と、いかようにでも組み合わせることができる。
【０１２８】
　[0139]　また、本発明は方法として具体化することもでき、その一例が示されている。
この方法の一部として実行される動作(act)は、いずれかの適した方法で順序付けること
ができる。したがって、図示した順序とは異なる順序で動作が実行される実施形態も構築
することができ、図示した実施形態では連続する動作として示されていても、いくつかの
動作を同時に実行することも含むことができる。
【０１２９】
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　[0140]　「第１」、「第２」、「第３」等のような序数を請求項において使用して請求
項の要素を修飾する場合、それ自体は優先順位も、時間的先行も、あるいは１つの請求項
要素の他の要素に対する順序、即ち、方法の動作が実行される時間的順序も言外には含む
ことはなく、単に、請求項要素を区別するために、ある名称を有する１つの請求項要素を
、同じ名称を有する他の要素（序数項の使用を除く）から区別する付箋として用いられる
に過ぎない。
【０１３０】
　[0141]　また、本明細書において用いた言葉づかいや用語は、説明を目的にしているの
であり、限定と見なしてはならない。「含む」、「備えている」、または「有する」、「
収容する」、「伴う」、およびこれらの派生形は、本明細書では、その後に羅列される項
目、その均等物、および付加的な項目も包含することを意図している。

【図１】 【図２】
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【図４Ｂ】 【図５Ａ】
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